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愛知県における化学物質の環境への排出量等（平成 28年度分）について 

 

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（以下「化管

法」という。）では、対象とされた化学物質を製造したり使用したりしている事業者は、環境

中に排出した量（届出排出量）及び廃棄物などとして処理するために事業所の外へ移動させ

た量（届出移動量）を自ら把握し、年に１回、国に届け出ることとされています。国は、そ

の届出データを集計するとともに届出の対象にならない事業所、家庭及び移動体（自動車等）

から環境中に排出された量（届出外排出量）を推計し、公表します。（ＰＲＴＲ制度） 

また、県民の生活環境の保全等に関する条例（以下「条例」という。）では、対象とされた

化学物質を製造したり使用したりしている事業者は、その製造量及び使用量（届出取扱量）

を自ら把握し、年に１回、愛知県知事に届け出ることとされています。 

本県は、国が公表したデータをもとにして、本県における排出量等を集計するとともに、

条例に基づく届出取扱量も集計し、併せて公表しています。 

平成 28 年度の愛知県内における化学物質の環境への排出量等について取りまとめた詳細

データは以下のとおりです。 
 

※ この資料に記載している排出量等の集計値については、表示単位未満を四捨五入により端数処

理をしているため、合計等の値が各数値を合計した値と異なる場合があります。 
  また、割合（％）は小数第２位を四捨五入により端数処理しているため、各項目の合計値が 100％

にならない場合があります。 
 
【参考】 

○ 化管法の届出対象となる事業者（以下の①から③の３つの要件を全て満たす事業者） 
① 政令で指定された業種を営む事業者 
② 常用雇用者 21 人以上の事業者 

③ 第一種指定化学物質のいずれかを１年間に１トン以上（特定第一種指定化学物質については

0.5 トン以上）取り扱う事業所を有する事業者又は特別要件施設（廃棄物処理施設や下水道終

末処理施設など）を有する事業者 

○ 条例の届出対象となる事業者 
化管法の届出対象事業者と同じ。 
ただし、廃棄物処理施設や下水道終末処理施設などの特別要件施設は含まれない。 

○ 集計した化学物質 
 化管法及び条例により、人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼ

すおそれがあるもの、オゾン層を破壊するおそれがあるもの等として、排出量等の把握・届出が

義務付けられている化学物質 

なお、平成 20 年の化管法施行令改正に伴い、22 年度から、対象化学物質が 354 物質から 462

物質に変更されている。 

 

詳 細 
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順位

10,672 17,508 23,873 26,957

(10,910) (16,401) (23,209) (25,816)

8,974 13,201 19,236 16,274

(9,515) (12,299) (18,064) (17,279)

8,197 12,337 16,525 14,841

(7,917) (12,130) (16,210) (12,572)

7,140 11,129 16,379 14,283

(7,392) (10,246) (15,702) (17,130)

6,515 10,792 16,229 12,887

(6,626) (9,690) (15,296) (11,190)

151,430 246,729 398,159 224,494

(154,677) (229,220) (383,897) (220,707)

届出排出量 届出外排出量 全排出量 届出移動量

1 愛知県 東京都 愛知県 愛知県

3 静岡県 北海道 埼玉県 大阪府

2 広島県 愛知県 東京都 千葉県

5 兵庫県 千葉県 静岡県 山口県

4 埼玉県 大阪府 千葉県 福岡県

- 全国合計 全国合計 全国合計 全国合計

第１ 平成 28年度排出量・移動量・取扱量及びその前年度比較の集計結果について 

 

１ 他都道府県との排出量等の比較 

愛知県は、届出排出量、全排出量及び届出移動量が全国第１位でした。 

表１－１－１ 排出量等上位５都道府県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※表中の（ ）内の数値は平成 27 年度における排出量等 

 

２ 化管法に基づく届出件数 

化学物質の排出量及び移動量について 2,013 事業所から届出がありました。届出事業所

数の多い業種は、①燃料小売業が 755 件、②輸送用機械器具製造業 208 件、③金属製品製

造業 151 件、④化学工業 122 件、⑤一般廃棄物処理業 92 件の順であり、この５業種で全体

の 66.0％を占めていました。 

表１－２－１ 業種別の届出事業所数 

 
※表中の（ ）内の数値は平成 27 年度における届出事業所数 

業種

製造業 987 (996) 電気業 8 (9)

食料品製造業 17 (18) ガス業 1 (1)

飲料・たばこ・飼料製造業 10 (9) 熱供給業 1 (1)

繊維工業 16 (15) 下水道業 56 (55)

木材・木製品製造業 12 (15) 鉄道業 2 (2)

家具・装備品製造業 6 (6) 倉庫業 10 (11)

パルプ・紙・紙加工品製造業 26 (26) 石油卸売業 12 (12)

出版・印刷・同関連産業 14 (17) 自動車卸売業 1 (2)

化学工業 122 (120) 燃料小売業 755 (780)

石油製品・石炭製品製造業 27 (27) 洗濯業 7 (7)

プラスチック製品製造業 87 (87) 自動車整備業 16 (19)

ゴム製品製造業 19 (19) 機械修理業 0 (1)

窯業・土石製品製造業 77 (79) 商品検査業 4 (4)

鉄鋼業 36 (35) 計量証明業 0 (1)

非鉄金属製造業 39 (39)

金属製品製造業 151 (152)

一般機械器具製造業 59 (61) 産業廃棄物処分業 45 (45)

電気機械器具製造業 52 (54) 医療業 3 (3)

輸送用機械器具製造業 208 (209) 高等教育機関 5 (7)

精密機械器具製造業 7 (6) 自然科学研究所 8 (8)

その他の製造業 2 (2) 合計 2,013 (2,055)

業種 届出事業所数 届出事業所数

一般廃棄物処理業

（ごみ処分業に限る。）
92 (91)

（トン/年） 
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燃料小売業

37.5%

輸送用機械器具製造業

10.3%

金属製品製造業

7.5%

化学工業

6.1%一般廃棄物処理業

4.6%

プラスチック製品製造業

4.3%

窯業・土石製品製造業

3.8%

一般機械器具製造業

2.9%

下水道業

2.8%

電気機械器具製造業

2.6%

その他

17.6%

届出事業所

10,672ﾄﾝ

44.7%

届出外

対象業種

3,230ﾄﾝ

13.5%

非対象業種

3,793ﾄﾝ

15.9%

家庭

2,918ﾄﾝ

12.2%

移動体

3,260ﾄﾝ

13.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全排出量：23,873ﾄﾝ

届出排出量

10,672ﾄﾝ

44.7%

届出外排出量

13,201ﾄﾝ
55.3%

事業系

17,695ﾄﾝ

74.1%

家庭

2,918ﾄﾝ
12.2%

移動体

3,260ﾄﾝ
13.7%

届出外対象業種 非対象業種 家庭 移動体

平成28年度 10,672 3,230 3,793 2,918 3,260 13,201 23,873

平成27年度 10,910 3,281 3,513 2,948 2,558 12,299 23,209

前年度差 △ 238 △ 51 280 △ 30 703 902 664 

増減率 △ 2.2% △ 1.6% 8.0% △ 1.0% 27.5% 7.3% 2.9% 

全排出量（トン/年）
合計

（トン/年）届出排出量
届出外排出量

小計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－２－１ 届出事業所数上位 10 業種の割合 

 

３ 全排出量 

 全排出量は 23,873 トンであり、前年度と比較すると 664 トン（2.9％）増加しました。 

（１）全排出量の構成 

全排出量のうち事業系の排出量が全体の 74.1％を占めていました。また、家庭からの

排出量は 12.2％、移動体からの排出量は 13.7％の割合でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－３－１ 全排出量の構成割合 

 

表１－３－１ 全排出量の構成の前年度比較 
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525ﾄﾝ

2.2% 

548ﾄﾝ

2.3% 

577ﾄﾝ

2.4% 

632ﾄﾝ

2.6% 

711ﾄﾝ

3.0% 

1,227ﾄﾝ

5.1% 

1,494ﾄﾝ

6.3% 

2,197ﾄﾝ

9.2% 

4,208ﾄﾝ

17.6% 

6,518ﾄﾝ

27.3%

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

ジクロロベンゼン

1,3-ジクロロプロペン

塩化メチレン

直鎖アルキルベンゼン

スルホン酸及びその塩

1,2,4-トリメチルベンゼン

ノルマル-ヘキサン

ﾎﾟﾘ(ｵｷｼｴﾁﾚﾝ)

=ｱﾙｷﾙｴｰﾃﾙ

エチルベンゼン

キシレン

トルエン

事業系

家庭

移動体

合計

全排出量：23,873ﾄﾝ

トン/年

（２）物質別の全排出量 

全排出量の上位５物質は、①トルエン、②キシレン、③エチルベンゼン、④ポリ（オ

キシエチレン）＝アルキルエーテル、⑤ノルマル－ヘキサンであり、この５物質で全体

の 65.5％を占めていました。 

①トルエン、②キシレン、③エチルベンゼン、⑤ノルマル－ヘキサンは事業系からの

排出量が多く、④ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテルは家庭からの排出量が多

くありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－３－２ 全排出量上位 10 物質の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－３－３ 全排出量上位 10 物質の発生源 

 

 

トルエン

6,518ﾄﾝ

27.3%

キシレン

4,208ﾄﾝ

17.6%

エチルベンゼン

2,197ﾄﾝ

9.2%

ﾎﾟﾘ(ｵｷｼｴﾁﾚﾝ)=

ｱﾙｷﾙｴｰﾃﾙ

1,494ﾄﾝ
6.3%

ノルマル-ヘキサン

1,227ﾄﾝ

5.1%

1,2,4-トリメチルベンゼン

711ﾄﾝ

3.0%

直鎖アルキルベンゼン

スルホン酸及びその塩

632ﾄﾝ
2.6%

塩化メチレン

577ﾄﾝ

2.4%

1,3-ジクロロプロペン

548ﾄﾝ

2.3%

ジクロロベンゼン

525ﾄﾝ

2.2%

その他

5,238ﾄﾝ

21.9%

全排出量
23,873ﾄﾝ
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大気への排出

10,272ﾄﾝ

96.2%

公共用水域への

排出

400ﾄﾝ

3.7%

土壌への排出

0.0ﾄﾝ

0.0%
事業所内の

埋立処分

0.4ﾄﾝ

0.0%

届出排出量

10,672ﾄﾝ

①トルエン ②キシレン
③エチル
ベンゼン

④ﾎﾟﾘ(ｵｷｼｴﾁﾚﾝ)
=ｱﾙｷﾙｴｰﾃﾙ

⑤ノルマル
-ヘキサン

その他
物質

平成28年度 6,518 4,208 2,197 1,494 1,227 8,230 23,873

平成27年度 6,242 4,102 2,279 1,340 1,081 8,165 23,209

前年度差 276 106 △ 82 154 145 64 664 

増減率 4.4% 2.6% △ 3.6% 11.5% 13.4% 0.8% 2.9% 

全排出量(トン/年)
合計

(トン/年)

輸送用機械器具

製造業

3,741ﾄﾝ

35.1%

プラスチック製品

製造業

1,574ﾄﾝ

14.7%

金属製品製造業

1,267ﾄﾝ

11.9%

一般機械器具製造業

576ﾄﾝ

5.4%

化学工業

496ﾄﾝ

4.6%

その他

3,018ﾄﾝ

28.3%

届出排出量

10,672ﾄﾝ

表１－３－２ 全排出量上位５物質の前年度比較 

 

 

 

 

 

 

４ 届出排出量 

 届出排出量は 10,672 トンであり、前年度と比較すると 238 トン（2.2％）減少しました。 

（１）届出排出量の排出先 

届出排出量全体の 96.2％が大気へ排出されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－４－１ 排出先別の届出排出量の割合 

（２）業種別の届出排出量 

届出排出量の上位５業種は、①輸送用機械器具製造業、②プラスチック製品製造業、

③金属製品製造業、④一般機械器具製造業、⑤化学工業であり、この５業種で全体の

71.7％を占めていました。なお、前年度と比較すると、①輸送用機械器具製造業、③金

属製品製造業、⑤化学工業からの排出量が減少しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－４－２ 届出排出量上位５業種の割合 
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トルエン

4,066ﾄﾝ

38.1%

キシレン

2,041ﾄﾝ

19.1%

エチル

ベンゼン

1,179ﾄﾝ

11.0%

ノルマル

-ヘキサン

814ﾄﾝ

7.6%

1,2,4-トリ

メチルベンゼン

504ﾄﾝ

4.7%

その他

2,069ﾄﾝ

19.4%

届出排出量

10,672ﾄﾝ

①トルエン ②キシレン
③エチル
ベンゼン

④ノルマル
-ヘキサン

⑤1,2,4-トリ
メチルベンゼン

その他
物質

平成28年度 4,066 2,041 1,179 814 504 2,069 10,672

平成27年度 4,054 2,223 1,278 740 500 2,115 10,910

前年度差 12 △ 182 △ 99 74 4 △ 46 △ 238 

増減率 0.3% △ 8.2% △ 7.8% 10.0% 0.8% △ 2.2% △ 2.2% 

届出排出量(トン/年)
合計

(トン/年)

①輸送用機械
器具製造業

②プラスチッ
ク製品製造業

③金属製品
製造業

④一般機械
器具製造業

⑤化学工業
その他
業種

平成28年度 3,741 1,574 1,267 576 496 3,018 10,672

平成27年度 3,990 1,451 1,328 562 511 3,068 10,910

前年度差 △ 249 123 △ 60 14 △ 15 △ 51 △ 238 

増減率 △ 6.2% 8.5% △ 4.6% 2.5% △ 2.9% △ 1.6% △ 2.2% 

届出排出量(トン/年)
合計

(トン/年)

表１－４－１ 届出排出量上位５業種の前年度比較 

 

 

 

 

 

 

（３）物質別の届出排出量 

届出排出量の上位５物質は、①トルエン、②キシレン、③エチルベンゼン、④ノルマ

ル－ヘキサン、⑤１，２，４－トリメチルベンゼンであり、この５物質で全体の 80.6％

を占めていました。なお、前年度と比較すると、②キシレン、③エチルベンゼンの排出

量が減少しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－４－３ 届出排出量上位５物質の割合 

 

表１－４－２ 届出排出量上位５物質の前年度比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 7 - 

届出外対象業種

3,230ﾄﾝ

24.5%

非対象業種

3,793ﾄﾝ

28.7%

家庭

2,918ﾄﾝ

22.1%

自動車

2,741ﾄﾝ

20.8%

その他の移動体

519ﾄﾝ

3.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

届出外排出量：13,201ﾄﾝ

事業系

7,023ﾄﾝ
53.2%

家庭

2,918ﾄﾝ
22.1%

移動体

3,260ﾄﾝ
24.7%

届出外対象業種 非対象業種 自動車
その他の
移動体

平成28年度 3,230 3,793 2,918 2,741 519 13,201

平成27年度 3,281 3,513 2,948 2,039 519 12,299

前年度差 △ 51 280 △ 30 702 1 902 

増減率 △ 1.6% 8.0% △ 1.0% 34.4% 0.1% 7.3% 

届出外排出量（トン/年）

合計
（トン/年）

事業系

家庭

移動体

５ 届出外排出量 

届出外排出量は 13,201 トンであり、前年度と比較すると 902 トン（7.3％）増加しました。 

（１）届出外排出量の構成 

届出外排出量の排出源については、対象業種と非対象業種からの排出量の合計（事業

系）が全体の 53.2％を占めていました。また、家庭からの排出量が 22.1％、移動体から

の排出量は 24.7％の割合でした。なお、前年度と比較すると、非対象業種と移動体から

の排出量が増加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－５－１ 届出外排出量の構成割合 

 

表１－５－１ 届出外排出量の構成の前年度比較 

 

 

 

 

 

 

 

 
※自動車については、推計方法の変更や対象物質数の増加により、届出外排出量が増加

しています。 
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ポリ（オキシエチレン）

=アルキルエーテル

1,149ﾄﾝ

39.4%

ジクロロベンゼン

518ﾄﾝ

17.8%

直鎖アルキル

ベンゼンスルホン酸

及びその塩

438ﾄﾝ

15.0%

ポリ（オキシエチレン）

=ドデシルエーテル

硫酸エステルナトリウム

179ﾄﾝ

6.1%

ドデシル

硫酸ナトリウム

131ﾄﾝ

4.5%

その他

502ﾄﾝ

17.2%

家庭からの

排出量

2,918ﾄﾝ

①ﾎﾟﾘ(ｵｷｼｴ
ﾁﾚﾝ)=ｱﾙｷﾙ

ｴｰﾃﾙ

②ジクロロ
ベンゼン

③直鎖ｱﾙｷﾙ

ﾍﾞﾝｾﾞﾝｽﾙﾎﾝ
酸及びその塩

④ﾎﾟﾘ(ｵｷｼｴﾁ

ﾚﾝ)=ﾄﾞﾃﾞｼﾙ
ｴｰﾃﾙ硫酸ｴｽ

ﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ

⑤ドデシル硫
酸ナトリウム

その他
物質

平成28年度 1,149 518 438 179 131 502 2,918

平成27年度 1,036 571 497 200 133 511 2,948

前年度差 113 △ 53 △ 59 △ 21 △ 2 △ 9 △ 30 

増減率 10.9% △ 9.2% △ 12.0% △ 10.3% △ 1.3% △ 1.8% △ 1.0% 

―

家庭からの排出量(トン/年)

合計
(トン/年)

主な用途
洗浄剤
化粧品

防虫剤
消臭剤

洗浄剤
化粧品

洗浄剤
化粧品

洗浄剤
化粧品

―

（２）家庭からの物質別の排出量 

家庭からの排出量は 2,918 トンでした。上位５物質は、①ポリ（オキシエチレン）＝

アルキルエーテル、②ジクロロベンゼン、③直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその

塩、④ポリ（オキシエチレン）＝ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム、⑤ドデシ

ル硫酸ナトリウムであり、この５物質で全体の 82.8％を占めていました。 

なお、前年度と比較すると、排出量が最多の①ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエ

ーテルの排出量が増加しましたが、全体では 30トン（1.0％）減少しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－５－２ 家庭からの排出量上位５物質の割合 

 

表１－５－２ 家庭からの排出量上位５物質の前年度比較及びその用途 
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トルエン

1,141ﾄﾝ

35.0%

キシレン

642ﾄﾝ

19.7%

ベンゼン

332ﾄﾝ

10.2%

ホルムアルデヒド

314ﾄﾝ

9.6%

ノルマル

-ヘキサン

243ﾄﾝ

7.5%

その他

588ﾄﾝ

18.0%

移動体からの

排出量

3,260ﾄﾝ

①トルエン ②キシレン ③ベンゼン
④ホルム
アルデヒド

⑤ノルマル
-ヘキサン

その他
物質

平成28年度 1,141 642 332 314 243 588 3,260

平成27年度 871 539 265 250 165 468 2,558

前年度差 271 103 67 64 78 120 703 

増減率 31.1% 19.1% 25.2% 25.7% 47.5% 25.6% 27.5% 

移動体からの排出量(トン/年)
合計

(トン/年)

自動車

2,741ﾄﾝ

84.1%

二輪車

89ﾄﾝ

2.7%

特殊自動車

315ﾄﾝ

9.6%

船舶

102ﾄﾝ

3.1%

鉄道車両

9ﾄﾝ

0.3%

航空機

5ﾄﾝ

0.1%

移動体からの

排出量

3,260ﾄﾝ

（３）移動体からの排出量 

移動体からの排出量は 3,260 トンでした。上位５物質は、①トルエン、②キシレン、

③ベンゼン、④ホルムアルデヒド、⑤ノルマル－ヘキサンであり、この５物質で全体の

82.0％を占めていました。また、前年度と比較すると、上位５物質全てで排出量が増加

し、全体では 703 トン（27.5％）増加しました。 

なお、移動体の種類別の排出量については、自動車からの排出量が全体の 84.1％を占

めていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－５－３ 移動体からの排出量上位５物質の割合 

 

表１－５－３ 移動体からの排出量上位５物質の前年度比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－５－４ 移動体からの排出量の種類別の割合 

 



- 10 - 

廃棄物としての

事業所外への移動

26,914ﾄﾝ

99.8%

下水道への移動

43ﾄﾝ

0.2%

届出移動量

26,957ﾄﾝ

鉄鋼業

20,398ﾄﾝ

75.7%

化学工業

2,152ﾄﾝ

8.0%

プラスチック製品

製造業

1,146ﾄﾝ

4.3%

金属製品製造業

934ﾄﾝ

3.5%

輸送用機械器具製造業

868ﾄﾝ

3.2% その他

1,458ﾄﾝ

5.4%

届出移動量

26,957ﾄﾝ

①自動車 ②二輪車 ③特殊自動車 ④船舶 ⑤鉄道車両 ⑥航空機

平成28年度 2,741 89 315 102 9 5 3,260

平成27年度 2,039 92 307 109 6 5 2,558

前年度差 702 △ 3 8 △ 7 2 0 703 

増減率 34.4% △ 3.2% 2.5% △ 6.2% 39.0% 4.1% 27.5% 

移動体からの排出量(トン/年) 合計
(トン/年)

表１－５－４ 移動体からの種類別排出量の前年度比較 

 

 

 

 

 

 

６ 届出移動量 

 届出移動量は 26,957 トンであり、前年度と比較すると 1,141 トン（4.4％）増加しました。 

（１）届出移動量の移動先 

届出移動量全体の 99.8％が廃棄物として事業所外へ移動されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－６－１ 届出移動量の移動先別の割合 

（２）業種別の届出移動量 

届出移動量の上位５業種は、①鉄鋼業、②化学工業、③プラスチック製品製造業、④

金属製品製造業、⑤輸送用機械器具製造業であり、この５業種で全体の 94.6％を占めて

いました。なお、前年度と比較すると、①鉄鋼業、②化学工業、④金属製品製造業、⑤

輸送用機械器具製造業の移動量が増加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－６－２ 届出移動量の上位５業種の割合 
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マンガン及び

その化合物

14,412ﾄﾝ

53.5%

クロム及び

三価クロム化合物

5,507ﾄﾝ

20.4%

トルエン

1,474ﾄﾝ

5.5%

N,N-ジメチル

アセトアミド

680ﾄﾝ

2.5%

鉛化合物

594ﾄﾝ

2.2%

その他

4,290ﾄﾝ

15.9%

届出移動量

26,957ﾄﾝ

①マンガン及び
その化合物

②クロム及び三
価クロム化合物

③トルエン
④N,N-ジメチル

アセトアミド
⑤鉛化合物

その他
物質

平成28年度 14,412 5,507 1,474 680 594 4,290 26,957

平成27年度 13,563 5,138 1,492 751 681 4,191 25,816

前年度差 849 369 △ 18 △ 71 △ 87 99 1,141 

増減率 6.3% 7.2% △ 1.2% △ 9.5% △ 12.8% 2.4% 4.4% 

届出移動量(トン/年)
合計

(トン/年)

①鉄鋼業 ②化学工業
③プラスチッ
ク製品製造業

④金属製品
製造業

⑤輸送用機械
器具製造業

その他
業種

平成28年度 20,398 2,152 1,146 934 868 1,458 26,957

平成27年度 19,322 2,127 1,155 911 794 1,507 25,816

前年度差 1,076 25 △ 9 23 74 △ 49 1,141 

増減率 5.6% 1.2% △ 0.7% 2.5% 9.4% △ 3.3% 4.4% 

届出移動量(トン/年)
合計

(トン/年)

表１－６－１ 届出移動量の上位５業種の前年度比較 

 

 

 

 

 

 

（３）物質別の届出移動量 

届出移動量の上位５物質は、①マンガン及びその化合物、②クロム及び三価クロム化

合物、③トルエン、④Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド、⑤鉛化合物であり、この５物質

で全体の 84.1％を占めていました。なお、前年度と比較すると、①マンガン及びその化

合物、②クロム及び三価クロム化合物の移動量が増加しました。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－６－３ 届出移動量の上位５物質の割合 

 

表１－６－２ 届出移動量の上位５物質の前年度比較 
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化学工業

1,803,148ﾄﾝ

48.1%

石油製品・

石炭製品製造業

694,934ﾄﾝ

18.6%

燃料小売業

376,560ﾄﾝ

10.1%

鉄鋼業

370,085ﾄﾝ

9.9%

倉庫業

196,486ﾄﾝ

5.2%

その他

304,344ﾄﾝ

8.1%

届出取扱量

3,745,556ﾄﾝ

①化学工業
②石油製品・

石炭製品
製造業

③燃料小売業 ④鉄鋼業 ⑤倉庫業
その他
業種

平成28年度 1,803,148 694,934 376,560 370,085 196,486 304,344 3,745,556

平成27年度 1,734,950 773,671 388,862 356,113 204,913 303,660 3,762,169

前年度差 68,198 △ 78,737 △ 12,302 13,972 △ 8,427 684 △ 16,613 

増減率 3.9% △ 10.2% △ 3.2% 3.9% △ 4.1% 0.2% △ 0.4% 

届出取扱量(トン/年)

合計
(トン/年)

７ 届出取扱量 

 届出取扱量は 3,745,556 トンであり、前年度と比較すると 16,613 トン（0.4％）減少しま

した。 

（１）業種別の届出取扱量 

届出取扱量の上位５業種は、①化学工業、②石油製品・石炭製品製造業、③燃料小売

業、④鉄鋼業、⑤倉庫業であり、この５業種で全体の 91.9％を占めていました。なお、

前年度と比較すると、②石油製品・石炭製品製造業、③燃料小売業、⑤倉庫業の取扱量

が減少しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－７－１ 届出取扱量の上位５業種の割合 

 

表１－７－１ 届出取扱量の上位５業種の前年度比較 
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キシレン

755,999ﾄﾝ

20.2%

トルエン

721,491ﾄﾝ

19.3%

ベンゼン

309,304ﾄﾝ

8.3%
テレフタル酸

242,159ﾄﾝ

6.5%

ノルマル

-ヘキサン

207,150ﾄﾝ

5.5%

その他

1,509,453ﾄﾝ

40.3%

届出取扱量

3,745,556ﾄﾝ

①キシレン ②トルエン ③ベンゼン ④テレフタル酸
⑤ノルマル
-ヘキサン

その他
物質

平成28年度 755,999 721,491 309,304 242,159 207,150 1,509,453 3,745,556

平成27年度 735,074 787,430 251,643 249,130 221,171 1,517,721 3,762,169

前年度差 20,926 △ 65,940 57,661 △ 6,971 △ 14,021 △ 8,268 △ 16,613 

増減率 2.8% △ 8.4% 22.9% △ 2.8% △ 6.3% △ 0.5% △ 0.4% 

届出取扱量(トン/年)
合計

(トン/年)

（２）物質別の届出取扱量 

届出取扱量の上位５物質は①キシレン、②トルエン、③ベンゼン、④テレフタル酸、

⑤ノルマル－ヘキサンであり、この５物質で全体の 59.7％を占めていました。なお、前  

年度と比較すると、②トルエン、④テレフタル酸、⑤ノルマル－ヘキサンの取扱量が減

少しましたが、①キシレン、③ベンゼンの取扱量は増加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－７－２ 届出取扱量の上位５物質の割合 

 

表１－７－２ 届出取扱量の上位５物質の前年度比較 
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0

4,000

8,000

12,000

16,000

20,000

24,000

13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

トルエン キシレン エチルベンゼン ポリ（オキシエチレン）=アルキルエーテル ノルマル-ヘキサン
トン/年

26,500 
22,161 22,707 22,312 20,346 18,101 16,801 

13,928 11,997 12,732 12,267 11,476 11,778 11,406 10,910 10,672 

26,340 

21,470 

4,089 4,726 
4,212 

4,314 
3,983 

3,693 
3,146 3,558 3,377 3,164 2,938 3,277 3,281 3,230 

5,032 

5,581 

4,885 4,639 
4,997 

4,463 
4,059 

4,322 
3,802 

4,050 3,736 
3,179 3,168 3,753 3,513 3,793 

4,036 

3,812 

3,949 3,802 
3,440 

3,160 
2,932 

3,560 

3,351 
3,704 3,343 

3,284 3,215 2,897 2,948 2,918 

4,343 

8,198 

6,424 7,038 
6,904 

5,299 
4,642 

4,348 

3,901 
3,460 

3,200 
3,017 3,117 2,807 2,558 3,260 

66,251 
61,223 

42,053 42,517 
39,899 

35,337 
32,416 

29,850 

26,197 27,504 25,923 24,121 24,215 24,139 23,209 23,873 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

移動体

家庭

非対象業種

届出外対象業種

届出排出量

トン/年

第２ 排出量・移動量・取扱量の推移について 

１ 全排出量 

（１）全排出量の推移 

化管法により集計を開始した平成 13 年度以降の排出量の推移は次のとおりです。なお、

平成 22 年度から届出対象物質が 354 物質から 462 物質に変更されています。 

平成 28 年度の全排出量は 23,873 トンでした。化学物質の全排出量は長期的には減少

傾向ですが、近年は横ばいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）全排出量の上位５物質の推移 

平成 28 年度の全排出量の上位５物質は、①トルエン、②キシレン、③エチルベンゼン、

④ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエ－テル、⑤ノルマル－ヘキサンでした。平成 13

年度と比較すると、①トルエンは11,012トン（62.8％）、②キシレンは6,806トン（61.8％）

減少しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－１－１ 全排出量の推移 

図２－１－２ 全排出量上位５物質の推移 

（注）ノルマル-ヘキサンは、平成 22 年度から届出対象となった物質 
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11,476 11,778 11,406 10,910 10,672 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度
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8,000
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12,000

13年度14年度15年度16年度17年度18年度19年度20年度21年度22年度23年度24年度25年度26年度27年度28年度

輸送用機械器具製造業 プラスチック製品製造業 金属製品製造業
一般機械器具製造業 化学工業トン/年

２ 届出排出量 

（１）届出排出量の推移 

平成 28 年度の届出排出量は 10,672 トンでした。対象物質の届出排出量は長期的には

減少傾向です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－２－１ 届出排出量の推移 

 

（２）届出排出量の上位５業種の推移 

届出排出量の上位５業種は、①輸送用機械器具製造業、②プラスチック製品製造業、

③金属製品製造業、④一般機械器具製造業、⑤化学工業でした。平成 13年度と比較する

と、①輸送用機械器具製造業は 6,300 トン（62.7％）減少し、②プラスチック製品製造

業は 2,310 トン（59.5％）減少しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－２－２ 届出排出量上位５業種の推移 
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0

1,000

2,000

3,000

4,000

13年度14年度15年度16年度17年度18年度19年度20年度21年度22年度23年度24年度25年度26年度27年度28年度
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金属製品製造業 パルプ・紙・紙加工品製造業トン/年

トルエン

（３）届出排出量の上位５物質の推移 

届出排出量の上位５物質は、①トルエン、②キシレン、③エチルベンゼン、④ノルマ

ル－ヘキサン、⑤１，２，４－トリメチルベンゼンでした。平成 13年度と比較すると、

①トルエンは 7,571 トン（65.1％）、②キシレンは 5,777 トン（73.9％）減少しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－２－３ 届出排出量上位５物質の推移 

 

（４）トルエン及びキシレンの届出排出量の上位５業種の推移 

トルエンの届出排出量の上位５業種は、①輸送用機械器具製造業、②プラスチック製

品製造業、③出版・印刷・同関連産業、④金属製品製造業、⑤パルプ・紙・紙加工品製

造業でした。平成13年度と比較すると、①輸送用機械器具製造業は2,703トン（68.8％）、

②プラスチック製品製造業は 1,800 トン（62.2％）減少しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－２－４ トルエンの届出排出量上位５業種の推移 

 

（注）ノルマル-ヘキサン、1,2,4-トリメチルベンゼンは、 

平成 22年度から届出対象となった物質 
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キシレンの届出排出量の上位５業種は、①輸送用機械器具製造業、②金属製品製造業、

③一般機械器具製造業、④プラスチック製品製造業、⑤ゴム製品製造業でした。平成 13

年度と比較すると、①輸送用機械器具製造業は 3,251 トン（76.3％）、②金属製品製造業

は 409 トン（54.7％）減少しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－２－５ キシレンの届出排出量上位５業種の推移 

 

３ 届出外排出量の推移 

国が推計した平成 28 年度の届出外排出量は 13,201 トンでした。対象化学物質の届出外

排出量は長期的には減少傾向ですが、近年は横ばいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－３ 届出外排出量の推移 
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４ 届出移動量 

（１）届出移動量の推移 

化管法により集計を開始した平成 13年度以降の届出移動量の推移は次のとおりです。

なお、平成 22 年度から届出対象物質が 354 物質から 462 物質に変更されています。 

平成 28 年度の届出移動量は 26,957 トンでした。対象化学物質の届出移動量は長期的

には増加傾向ですが、環境中への排出量の削減につながっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－４－１ 届出移動量の推移 

 

（２）届出移動量の上位５業種の推移 

届出移動量の上位５業種は、①鉄鋼業、②化学工業、③プラスチック製品製造業、 

④金属製品製造業、⑤輸送用機械器具製造業でした。平成 13 年度と比較すると、①鉄鋼

業は 16,140 トン（379.0％）増加し、②化学工業は 2,814 トン（56.7％）減少しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－４－２ 届出移動量上位５業種の推移 
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（３）届出移動量の上位５物質の推移 

届出移動量の上位５物質は、①マンガン及びその化合物、②クロム及び三価クロム化

合物、③トルエン、④Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド、⑤鉛化合物でした。集計を開始

した平成 13 年度と比較すると、①マンガン及びその化合物は 12,917 トン（864.4％）、 

②クロム及び三価クロム化合物は 3,996 トン（264.3％）増加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－４－３ 届出移動量上位５物質の推移 

 

５ 届出取扱量 

（１）届出取扱量の推移 

条例により集計を開始した平成 16 年度以降の届出取扱量の推移は以下のとおりです。

なお、平成 22 年度から届出対象物質が 354 物質から 462 物質に変更されています。 

平成 28 年度の届出取扱量は 3,745,556 トンでした。対象化学物質の届出取扱量は、長

期的には横ばいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図２－５－１ 届出取扱量の推移 

（注）N,N-ジメチルアセトアミドは、 

平成 22年度から届出対象となった物質 
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（２）届出取扱量の上位５業種の推移 

届出取扱量の上位５業種は、①化学工業、②石油製品・石炭製品製造業、③燃料小売

業、④鉄鋼業、⑤倉庫業でした。届出取扱量の集計を開始した平成 16 年度と比較すると、

①化学工業が 446,191 トン（32.9％）増加し、②石油製品・石炭製品製造業は 309,328

トン（30.8％）減少しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－５－２ 届出取扱量上位５業種の推移 

 

（３）届出取扱量の上位５物質の推移 

届出取扱量の上位５物質は①キシレン、②トルエン、③ベンゼン、④テレフタル酸、

⑤ノルマル－ヘキサンでした。届出取扱量の集計を開始した平成 16年度と比較すると、

①キシレンは 91,072 トン（10.8％）、②トルエンは 33,976 トン（4.5％）減少しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－５－３ 届出取扱量上位５物質の推移 

 

（注）ノルマル-ヘキサンは、平成 22 年度から届出対象となった物質 
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（４）届出取扱量に対する届出排出量の割合 

化学物質を製造・使用する際に環境中へ排出される割合（届出取扱量に対する届出排

出量の割合）は、届出取扱量の集計を開始した平成 16 年度の 0.61％から、28 年度は

0.28％まで低下しており、事業者の排出抑制の取組が進んでいるものと考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）平成 22 年度から届出対象物質が 354 種類から 462 物質に変更されている。 

図２－５－４ 届出取扱量に対する届出排出量の割合の推移 

 


